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(57)【要約】
【課題】発振閾値電流密度の低い紫外レーザダイオード
の製造方法を提供する。
【解決手段】基板上に、第１クラッド層と、発光層と、
第２クラッド層と、をこの順に積層し、窒化物半導体積
層体を形成する積層体形成工程（ステップＳ１０１）と
、窒化物半導体積層体の少なくとも一部をエッチングし
て、メサ構造を形成し、平面視における共振器端面の長
さとメサ構造の側面の長さとの比を、１：５以上１：５
００以下とするメサ構造形成工程（ステップＳ１０２）
と、第１領域上の一部に、第１導電性材料を配置し、４
００℃以上の熱処理を施す第１電極形成工程（ステップ
Ｓ１０３）と、第２クラッド層上の領域であって、側面
との距離が５μｍ以上となる領域に、第２導電性材料を
配置する第２電極形成工程（ステップＳ１０４）と、を
含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、第１導電型窒化物半導体層の第１領域および前記第１導電型窒化物半導体層
の第２領域を有する第１クラッド層と、１つ以上の量子井戸層を有する発光層と、第２導
電型窒化物半導体層を有する第２クラッド層と、をこの順に積層し、窒化物半導体積層体
を形成する積層体形成工程と、
　前記窒化物半導体積層体の少なくとも一部をエッチングして、前記第２領域、前記発光
層、および前記第２クラッド層を含むメサ構造を形成し、平面視における共振器端面の長
さと前記メサ構造の側面の長さとの比を、１：５以上１：５００以下とするメサ構造形成
工程と、
　前記第１領域上の一部に、第１導電性材料を配置し、４００℃以上の熱処理を施す第１
電極形成工程と、
　前記第２クラッド層上の領域であって、前記側面との距離が５μｍ以上となる領域に、
第２導電性材料を配置する第２電極形成工程と、
　を含む、紫外レーザダイオードの製造方法。
【請求項２】
　前記メサ構造形成工程は、
　前記側面を、エッチング工程により形成する、
　請求項１に記載の紫外レーザダイオードの製造方法。
【請求項３】
　前記メサ構造形成工程は、
　前記共振器端面を、劈開工程により形成する、
　請求項１又は２に記載の紫外レーザダイオードの製造方法。
【請求項４】
　前記第２電極形成工程は、
　前記共振器端面との距離が５μｍ以下となる領域に、前記第２導電性材料を配置する、
　請求項３に記載の紫外レーザダイオードの製造方法。
【請求項５】
　前記メサ構造形成工程の後に、
　前記第２クラッド層上の領域であって、少なくとも、前記側面との距離が５μｍ未満と
なる領域に、絶縁層を形成する絶縁層形成工程をさらに含む、
　請求項１から４のいずれか一項に記載の紫外レーザダイオードの製造方法。
【請求項６】
　前記基板は、窒化アルミニウム単結晶基板である、
　請求項１から５のいずれか一項に記載の紫外レーザダイオードの製造方法。
【請求項７】
　前記発光層は、発光波長が２１０ｎｍ以上３６０ｎｍ以下である、
　請求項１から６のいずれか一項に記載の紫外レーザダイオードの製造方法。
【請求項８】
　基板上に、第１導電型窒化物半導体層の第１領域および前記第１導電型窒化物半導体層
の第２領域を有する第１クラッド層と、１つ以上の量子井戸層を有する発光層と、第２導
電型窒化物半導体層を有する第２クラッド層と、をこの順に備え、
　前記第２領域、前記発光層、および前記第２クラッド層を含むメサ構造は、平面視にお
ける共振器端面の長さと前記メサ構造の側面の長さとの比が、１：５以上１：５００以下
であり、
　前記第２クラッド層上の領域であって、前記側面との距離が５μｍ以上となる領域に設
けられる第２電極と、
　を備える紫外レーザダイオード。
【請求項９】
　前記第２クラッド層は、全体又は一部が第２導電型不純物を有さない、
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　請求項８に記載の紫外レーザダイオード。
【請求項１０】
　前記第２クラッド層は、全体又は一部が組成傾斜層を含む、
　請求項８又は９に記載の紫外レーザダイオード。
【請求項１１】
　前記基板は、窒化アルミニウム単結晶基板である、
　請求項８から１０のいずれか一項に記載の紫外レーザダイオード。
【請求項１２】
　前記発光層は、発光波長が２１０ｎｍ以上３６０ｎｍ以下である、
　請求項８から１１のいずれか一項に記載の紫外レーザダイオード。
【請求項１３】
　基板上に、第１導電型窒化物半導体層の第１領域および前記第１導電型窒化物半導体層
の第２領域を有する第１クラッド層と、１つ以上の量子井戸層を有する発光層と、第２導
電型窒化物半導体層を有する第２クラッド層と、をこの順に備え、
　前記第２領域、前記発光層、および前記第２クラッド層を含むメサ構造は、平面視にお
ける共振器端面の長さと前記メサ構造の側面の長さとの比が、１：５以上１：５００以下
であり、
　前記第２クラッド層上の領域であって、前記共振器端面および前記側面との距離が５μ
ｍ以上となる領域に設けられる第２電極と、
　を備える紫外レーザダイオード。
【請求項１４】
　前記第２クラッド層は、全体又は一部が第２導電型不純物を有さない、
　請求項１３に記載の紫外レーザダイオード。
【請求項１５】
　前記第２クラッド層は、全体又は一部が組成傾斜層を含む、
　請求項１３又は１４に記載の紫外レーザダイオード
【請求項１６】
　前記基板は、窒化アルミニウム単結晶基板である、
　請求項１３から１５のいずれか一項に記載の紫外レーザダイオード。
【請求項１７】
　前記発光層は、発光波長が２１０ｎｍ以上３６０ｎｍ以下である、
　請求項１３から１６のいずれか一項に記載の紫外レーザダイオード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、紫外レーザダイオードの製造方法および紫外レーザダイオードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　窒化物半導体は、直接遷移の再結合形態を有することから、高い再結合効率および高い
光学利得を得ることができる点で、レーザダイオードのための材料として適している。例
えば、特許文献１には、組成傾斜層を用いて、キャリアの注入効率を向上させる技術が開
示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２０１８－５３２２６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述のような従来技術は、紫外ＬＥＤ（Light Emission Diode）を前提とするものであ
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り、紫外レーザダイオードについては、ほとんど検討されていないのが実情である。特に
、紫外レーザダイオードにおける電極の配置に関しては、何ら知られていない。
【０００５】
　素子抵抗を低減させて、紫外レーザダイオードを低い閾値電流密度にて発振させるため
に、例えば、可視光のレーザダイオードの技術常識を参酌すると、図６Ａおよび図６Ｂに
示すように、第２電極６Ａ，６Ｂを、メサ構造３００Ａ，３００Ｂの第１電極５Ａ，５Ｂ
側の側面に極力近づけて配置する構成が適切であると考えられる。
【０００６】
　しかしながら、紫外レーザダイオードに、このような構成を適用しても、所望の低い発
振閾値電流密度を得られないのが実情である。
【０００７】
　かかる事情に鑑みてなされた本開示の目的は、発振閾値電流密度の低い紫外レーザダイ
オードの製造方法および紫外レーザダイオードを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一実施形態に係る紫外レーザダイオードの製造方法は、基板上に、第１導電型窒化物半
導体層の第１領域および前記第１導電型窒化物半導体層の第２領域を有する第１クラッド
層と、１つ以上の量子井戸層を有する発光層と、第２導電型窒化物半導体層を有する第２
クラッド層と、をこの順に積層し、窒化物半導体積層体を形成する積層体形成工程と、前
記窒化物半導体積層体の少なくとも一部をエッチングして、前記第２領域、前記発光層、
および前記第２クラッド層を含むメサ構造を形成し、平面視における共振器端面の長さと
前記メサ構造の側面の長さとの比を、１：５以上１：５００以下とするメサ構造形成工程
と、前記第１領域上の一部に、第１導電性材料を配置し、４００℃以上の熱処理を施す第
１電極形成工程と、前記第２クラッド層上の領域であって、前記側面との距離が５μｍ以
上となる領域に、第２導電性材料を配置する第２電極形成工程と、を含むことを特徴とす
る。
【０００９】
　一実施形態に係る紫外レーザダイオードは、基板上に、第１導電型窒化物半導体層の第
１領域および前記第１導電型窒化物半導体層の第２領域を有する第１クラッド層と、１つ
以上の量子井戸層を有する発光層と、第２導電型窒化物半導体層を有する第２クラッド層
と、をこの順に備え、前記第２領域、前記発光層、および前記第２クラッド層を含むメサ
構造は、平面視における共振器端面の長さと前記メサ構造の側面の長さとの比が、１：５
以上１：５００以下であり、前記第２クラッド層上の領域であって、前記側面との距離が
５μｍ以上となる領域に設けられる第２電極と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　また、一実施形態に係る紫外レーザダイオードは、基板上に、第１導電型窒化物半導体
層の第１領域および前記第１導電型窒化物半導体層の第２領域を有する第１クラッド層と
、１つ以上の量子井戸層を有する発光層と、第２導電型窒化物半導体層を有する第２クラ
ッド層と、をこの順に備え、前記第２領域、前記発光層、および前記第２クラッド層を含
むメサ構造は、平面視における共振器端面の長さと前記メサ構造の側面の長さとの比が、
１：５以上１：５００以下であり、前記第２クラッド層上の領域であって、前記共振器端
面および前記側面との距離が５μｍ以上となる領域に設けられる第２電極と、を備えるこ
とを特徴とする。
【００１１】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の特徴の全てを列挙したものではない。また、これ
らの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【発明の効果】
【００１２】
　本開示によれば、発振閾値電流密度の低い紫外レーザダイオードの製造方法および紫外
レーザダイオードを提供することが可能となる。
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【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１実施形態に係る紫外レーザダイオードの製造方法の一例を示すフローチャー
トである。
【図２Ａ】第１実施形態に係る紫外レーザダイオードの製造方法の一例を示す図である。
【図２Ｂ】第１実施形態に係る紫外レーザダイオードの製造方法の一例を示す図である。
【図２Ｃ】第１実施形態に係る紫外レーザダイオードの製造方法の一例を示す図である。
【図２Ｄ】第１実施形態に係る紫外レーザダイオードの製造方法の一例を示す図である。
【図２Ｅ】第１実施形態に係る紫外レーザダイオードの製造方法の一例を示す図である。
【図３Ａ】第１実施形態に係る紫外レーザダイオードの構成の一例を示す側面図である。
【図３Ｂ】第１実施形態に係る紫外レーザダイオードの構成の一例を示す平面図である。
【図４Ａ】第２実施形態に係る紫外レーザダイオードの製造方法の一例を示す図である。
【図４Ｂ】第２実施形態に係る紫外レーザダイオードの製造方法の一例を示す図である。
【図４Ｃ】第２実施形態に係る紫外レーザダイオードの製造方法の一例を示す図である。
【図４Ｄ】第２実施形態に係る紫外レーザダイオードの製造方法の一例を示す図である。
【図４Ｅ】第２実施形態に係る紫外レーザダイオードの製造方法の一例を示す図である。
【図５】実施例に用いられる紫外レーザダイオードの構成の一例を示す模式図である。
【図６Ａ】従来に係る紫外レーザダイオードの構成の一例を示す図である。
【図６Ｂ】従来に係る紫外レーザダイオードの構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、同一の構
成要素には原則として同一の参照番号を付して、重複する説明を省略する。各図において
、説明の便宜上、各構成の縦横の比率を実際の比率から誇張して示している。
【００１５】
　また、以下、説明の便宜上、「上」とは、図面に描かれた第２電極側を意味するものと
し、「下」とは、図面に描かれた基板側を意味するものとする。ただし、「上」、「下」
とは、便宜的に定められたものに過ぎず、限定的に解釈すべきものではない。
【００１６】
　また、「メサ構造」とは、ある面を基準としたときに、該面から連続し且つ高い位置に
配置される構造を意味する。したがって、本明細書において、「メサ構造」とは、第１領
域の上面を基準としたときに、該上面から連続し且つ高い位置に配置される、第２領域、
発光層、および第２クラッド層を含む構造を意味するものとする。
【００１７】
　また、本明細書において、「メサ構造の側面」とは、メサ構造における共振器端面以外
の端面を意味するものとする。また、「メサ構造の一方の側面」とは、メサ構造における
共振器端面以外の端面のうち、第１電極が形成されている側の側面を意味するものとし、
「メサ構造の他方の側面」とは、メサ構造における共振器端面以外の端面のうち、第１電
極が形成されていない側の側面を意味するものとする。
【００１８】
［第１実施形態］
＜紫外レーザダイオードの製造方法＞
　図１、および図２Ａ乃至図２Ｅを参照して、第１実施形態に係る紫外レーザダイオード
１００の製造方法の一例について説明する。
【００１９】
　紫外レーザダイオード１００の製造方法は、基板１０上に、第１導電型窒化物半導体層
の第１領域２１および第１導電型窒化物半導体層の第２領域２２を有する第１クラッド層
２０と、１つ以上の量子井戸層を有する発光層３０と、第２導電型窒化物半導体層を有す
る第２クラッド層４０と、をこの順に積層し、窒化物半導体積層体２００を形成する積層
体形成工程（ステップＳ１０１）と、窒化物半導体積層体２００の少なくとも一部をエッ
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チングして、第２領域２２、発光層３０、および第２クラッド層４０を含むメサ構造３０
０を形成し、平面視における共振器端面３０１の長さＷ１とメサ構造３００の側面３０２
の長さＷ２との比を、１：５以上１：５００以下とするメサ構造形成工程（ステップＳ１
０２）と、第１領域２１上の一部に、第１導電性材料を配置し、４００℃以上の熱処理を
施す第１電極形成工程（ステップＳ１０３）と、第２クラッド層４０上の領域であって、
メサ構造３００の側面３０２との距離が５μｍ以上となる領域に、第２導電性材料を配置
する第２電極形成工程（ステップＳ１０４）と、を含む。
【００２０】
　以下、各工程の詳細を順次説明する。
【００２１】
〔窒化物半導体積層体の形成工程：ステップＳ１０１〕
　まず、図２Ａに示すように、基板１０上に、第１クラッド層２０と、発光層３０と、第
２クラッド層４０と、をこの順に積層し、窒化物半導体積層体２００を形成する。第１ク
ラッド層２０は、第１導電型窒化物半導体層の第１領域２１および第１導電型窒化物半導
体層の第２領域２２を有している。発光層３０は、１つ以上の量子井戸層を有している。
第２クラッド層４０は、第２導電型窒化物半導体層を有している。
【００２２】
　窒化物半導体積層体２００の厚みは、２μｍ程度以下であることが好ましく、１．５μ
ｍ程度以下であることがより好ましい。
【００２３】
　第１クラッド層２０、発光層３０、および第２クラッド層４０は、窒化物半導体で形成
されることが好ましく、例えば、ＡｌＧａＮ、ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＢＮ、ＢＡｌＮ、Ｂ
ＡｌＧａＮ、ＩｎＡｌＧａＮなどで形成されることが好ましい。
【００２４】
　第１クラッド層２０は、第１導電型窒化物半導体で形成されることが好ましい。第２ク
ラッド層４０は、第２導電型窒化物半導体で形成されることが好ましい。第１導電型およ
び第２導電型とは、一方がｎ型導電性を有するものであり、他方がｐ型導電性を有するも
のであることを意味する。例えば、第１導電型は、ｎ型導電性を有する。例えば、第２導
電型は、ｐ型導電性を有する。
【００２５】
　発光層３０は、その発光波長が特に限定されるものではないが、２１０ｎｍ以上３６０
ｎｍ以下であることが好ましい。
【００２６】
　窒化物半導体積層体２００における各層の膜厚および構造は、当該分野で公知のものを
採用することができる。なお、窒化物半導体積層体２００は、基板１０上に形成されたも
のであってもよい。
【００２７】
〔メサ構造の形成工程：ステップＳ１０２〕
　次に、図２Ｂに示すように、窒化物半導体積層体２００の少なくとも一部をエッチング
して、第２領域２２、発光層３０、および第２クラッド層４０を含むメサ構造３００を形
成する。
【００２８】
　メサ構造３００は、平面視における共振器端面３０１の長さＷ１が、平面視におけるメ
サ構造３００の側面３０２の長さＷ２より短いことが好ましい。メサ構造３００は、平面
視における共振器端面３０１の長さＷ１とメサ構造３００の側面３０２の長さＷ２との比
が、１：５以上１：５００以下であることが好ましい。例えば、図２Ｂにおいて、平面視
における共振器端面３０１の長さＷ１とメサ構造３００の側面３０２の長さＷ２との比は
、１：８となっている。平面視における共振器端面３０１の長さＷ１とメサ構造３００の
側面３０２の長さＷ２との比を、当該範囲とすることで、共振方向において、広い領域で
効率の良い電流注入が可能な紫外レーザダイオード１００を実現できる。また、電流の狭
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窄効果により、発振閾値電流密度に到達させるための駆動電流を低減させることができる
ため、抵抗発熱を低減させ、素子寿命を向上させた紫外レーザダイオード１００を実現で
きる。
【００２９】
　共振器端面３０１は、エッチング工程、あるいは、その他の工程により形成されてよい
。メサ構造３００の側面３０２は、エッチング工程により形成されることが好ましい。メ
サ構造３００において、少なくとも側面３０２がエッチング工程により形成されることで
、従来に係る紫外レーザダイオードと比較して、紫外レーザダイオード１００の発振閾値
電流密度を低くすることができる。
【００３０】
　エッチング工程としては、特に限定されるものではないが、例えば、塩素系ガスによる
反応性イオンエッチング、集束イオンビームエッチング、中性子粒子ビームエッチング、
などのドライエッチング工程、ミリング工程が挙げられる。また、アルカリ溶液など、基
板１０及び窒化物半導体積層体２００に対して侵食性のある溶液への浸漬によるウェット
エッチング工程も挙げられる。さらには、前記ドライエッチング工程、ミリング工程と前
記ウェットエッチングを組み合わせた工程も挙げられる。
【００３１】
〔第１電極の形成工程：ステップＳ１０３〕
　次に、図２Ｃに示すように、第１領域２１上の一部に、第１導電性材料を配置し、４０
０℃以上の熱処理を施すことで、第１電極５０を形成する。熱処理の温度を、少なくとも
４００℃以上とすることで、第１電極５０の合金化が為され、コンタクト抵抗を低減させ
ることができる。第１電極５０は、図２Ｄに示す以外の位置にさらに複数追加して配置さ
れても良い。例えば、平面視にてメサ構造３００の左右にそれぞれ配置されても良い。
【００３２】
　第１電極５０の膜厚は、１０ｎｍ以上４００ｎｍ以下であることが好ましく、５０ｎｍ
以上であることがより好ましい。
【００３３】
　第１領域２１上の一部に、第１導電性材料を配置する方法は、特に限定されるものでは
ない。例えば、フォトリソグラフィー法により、所定領域にのみ、第１導電性材料が配置
されるように、パターニングおよびリフトオフを行ってもよい。例えば、第１領域２１上
に、第１導電性材料からなる導電膜を成膜した後に、所定領域にパターニングを行い、そ
の後に、導電膜のエッチングあるいはミリングを行ってもよい。
【００３４】
　熱処理工程としては、例えば、窒素雰囲気中のラピットサーマルプロセスなどが挙げら
れる。熱処理の温度は、４００℃以上９５０℃以下であることが好ましく、８００℃以上
９００℃以下であることがより好ましい。熱処理の時間は、３０秒以上２０分以下である
ことが好ましく、１分以上５分以下であることがより好ましい。熱処理の温度および熱処
理の時間を当該範囲とすることで、第１電極５０を適切に合金化することができる。なお
、熱処理の温度とは、環境温度を意味する。
【００３５】
〔第２電極の形成工程：ステップＳ１０４〕
　次に、図２Ｄおよび図２Ｅに示すように、第２クラッド層４０上の領域であって、共振
器端面３０１との距離ＤＵ，ＤＤが５μｍ以上、およびメサ構造３００の側面３０２との
距離ＤＲ，ＤＬが５μｍ以上となる領域に、第２導電性材料を配置し、第２電極６０を形
成する。
【００３６】
　第２電極６０の膜厚は、１ｎｍ以上２００ｎｍ以下であることが好ましく、１０ｎｍ以
上１００ｎｍ以下であることがより好ましい。
【００３７】
　第２導電性材料は、図２Ｄに示すように、第２クラッド層４０上の領域であって、共振
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器端面３０１との距離ＤＵ，ＤＤが５μｍ以上、およびメサ構造３００の側面３０２との
距離ＤＲ，ＤＬが５μｍ以上となる全ての領域に配置されてよい。例えば、第２導電性材
料は、第２クラッド層４０上の領域であって、共振器端面３０１との距離ＤＵ，ＤＤが５
μｍ、およびメサ構造３００の側面３０２との距離ＤＲ，ＤＬが５μｍとなる全ての領域
に配置されてよい。
【００３８】
　また、第２導電性材料は、図２Ｅに示すように、第２クラッド層４０上の領域であって
、共振器端面３０１との距離ＤＵ，ＤＤが５μｍ以上、およびメサ構造３００の側面３０
２との距離ＤＲ，ＤＬが５μｍ以上となる一部の領域に配置されてよい。例えば、第２導
電性材料は、第２クラッド層４０上の領域であって、共振器端面３０１との距離ＤＵ，Ｄ

Ｄが５μｍ、メサ構造３００の一方の側面３０２との距離ＤＲが５μｍ、メサ構造３００
の他方の側面３０２との距離ＤＬが１５μｍとなる領域に配置されてよい。
【００３９】
　さらに、第２導電性材料は、第２クラッド層４０上の領域であって、共振器端面３０１
との距離ＤＵ，ＤＤが５μｍ以上、およびメサ構造３００の側面３０２との距離ＤＲ，Ｄ

Ｌが５μｍ以上となる領域において、ドット形状あるいはストライプ形状に配置されてよ
い。
【００４０】
　第２導電性材料が、メサ構造３００の側面３０２との距離ＤＲ，ＤＬが５μｍ以上とな
る領域に配置され、メサ構造３００の側面３０２との距離ＤＲ，ＤＬが５μｍ未満となる
領域に配置されないことで、従来に係る紫外レーザダイオードと比較して、紫外レーザダ
イオード１００の発振閾値電流密度を低くすることができる。
【００４１】
　特に、第２導電性材料が、メサ構造３００の側面３０２との距離ＤＲ，ＤＬが１５μｍ
以上となる領域に配置され、メサ構造３００の側面３０２との距離ＤＲ，ＤＬが１５μｍ
未満となる領域に配置されないことで、従来に係る紫外レーザダイオードと比較して、紫
外レーザダイオード１００の発振閾値電流密度の低下効果を安定化させることができる。
【００４２】
　第２クラッド層４０上の領域に、第２導電性材料を配置する方法は、特に限定されるも
のではない。例えば、フォトリソグラフィー法により、所定領域にのみ、第２導電性材料
が配置されるように、パターニングおよびリフトオフを行ってもよい。例えば、第２クラ
ッド層４０上に、第２導電性材料からなる導電膜を成膜した後に、所定領域にパターニン
グを行い、その後に、導電膜のエッチングを行ってもよい。なお、第２導電性材料が、第
２クラッド層４０上の領域に配置されるとは、必ずしも、第２導電性材料が、第２クラッ
ド層４０の上面と直接接して配置されることのみを意味するものではなく、第２導電性材
料が、ｐ－ＧａＮからなるコンタクト層などを介して、第２クラッド層４０上に配置され
ることも意味するものとする。
【００４３】
　ここで、図２Ｄおよび図２Ｅに示すような本実施形態に係る紫外レーザダイオード１０
０と、図６Ａおよび図６Ｂに示すような従来に係る紫外レーザダイオード１００Ａ，１０
０Ｂと、を比較する。紫外レーザダイオード１００は、第２電極６０が、第２クラッド層
４０上の領域であって、メサ構造３００の側面３０２との距離ＤＲ，ＤＬが５μｍ以上と
なる領域に設けられている。一方、紫外レーザダイオード１００Ａは、第２電極６Ａが、
第２クラッド層４Ａ上の全ての領域に設けられている。このような電極配置構造は、窒化
物半導体積層体の全体に電力を満遍なく供給できる点で好ましいと考えられる。また、紫
外レーザダイオード１００Ｂは、第２電極６Ｂが、第２クラッド層４Ｂ上の領域であって
、メサ構造の側面３０２Ｂとの距離が５μｍ未満となる領域に設けられている。このよう
な電極配置構造は、第１電極５Ｂと第２電極６Ｂとを極力近づけられる点で好ましいと考
えられる。
【００４４】
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　詳細な測定結果（［実施例］参照）は後述するが、図２Ｄおよび図２Ｅに示すような電
極配置構造を有する紫外レーザダイオード１００は、図６Ａおよび図６Ｂに示すような電
極配置構造を有する紫外レーザダイオード１００Ａ，１００Ｂと比較して、発振閾値電流
密度を低くすることができる。
【００４５】
　その理由は定かではないが、紫外レーザダイオードにおいて、メサ構造の側面との距離
が５μｍ程度の領域における発光層は、結晶性が悪い。このため、紫外レーザダイオード
１００Ａ，１００Ｂでは、発光層３Ａ，３Ｂの結晶性が悪い領域に流れた電流が、実質的
に内部損失となり、発振閾値電流密度が増大してしまうと推察される。
【００４６】
　あるいは、紫外レーザダイオードにおいて、メサ構造の側面との距離が５μｍ程度の領
域における発光層を含む複数の層は、メサ構造の側面にエッチングによるダメージが加わ
ることで、結晶性が悪化する。このため、紫外レーザダイオード１００Ａ，１００Ｂでは
、結晶性が悪化した領域に供給された電力が、実質的に内部損失となり、発振閾値電流密
度が増大してしまうと推察される。
【００４７】
　なお、紫外レーザダイオード１００は、紫外レーザダイオード１００Ａと比較して、平
面視における第２電極の面積が小さく、紫外レーザダイオード１００Ｂと比較して、平面
視における第２電極の面積が大きい。したがって、紫外レーザダイオードの発振閾値電流
密度は、第２電極の面積と、直接的に関係しないと推察される。
【００４８】
　以上の任意工程を含む各工程を経ることにより、本実施形態に係る紫外レーザダイオー
ド１００を製造することができる。本実施形態に係る紫外レーザダイオード１００は、第
２電極６０が、第２クラッド層４０上の領域であって、メサ構造３００の側面３０２との
距離ＤＲ，ＤＬが５μｍ以上となる領域に設けられている。これにより、従来に係る紫外
レーザダイオード１００Ａ，１００Ｂと比較して、発振閾値電流密度を低くすることがで
きる。
【００４９】
＜紫外レーザダイオード＞
　図３Ａおよび図３Ｂを参照して、第１実施形態に係る紫外レーザダイオード１００の構
成の一例について説明する。
【００５０】
　以下、各構成の詳細を順次説明する。なお、同一の構成要素に同一の参照番号を付して
おり、各構成要素の形状、膜厚などの説明は既述のとおりであり、重複する説明を省略す
る。
【００５１】
〔基板〕
　基板１０は、特に限定されるものではなく、その上に、窒化物半導体積層体２００（図
２Ａ参照）を積層することが可能であればよい。基板１０としては、例えば、窒化アルミ
ニウム単結晶基板、サファイア基板、サファイア基板上に窒化アルミニウムが成膜された
複合基板などを用いることができる。基板１０として、特に、窒化アルミニウム単結晶基
板を用いることで、高品質な窒化物半導体積層体２００を形成することができる。
【００５２】
〔第１クラッド層〕
　第１クラッド層２０は、基板１０上に設けられている。第１クラッド層２０は、第１導
電型窒化物半導体層の第１領域２１および第１導電型窒化物半導体層の第２領域２２を有
している。第１領域２１および第２領域２２は、同一の材料で形成されることが好ましい
。第１領域２１および第２領域２２は、例えば、Ａｌ０．７Ｇａ０．３Ｎで形成されるこ
とが好ましい。
【００５３】



(10) JP 2021-170637 A 2021.10.28

10

20

30

40

50

　第１クラッド層２０は、不純物によりドーピングされていてもよい。不純物としては、
例えば、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｃ、Ｏなどが挙げられる。不純物としては、これらの不純物の何れ
か１つが選択されてもよいし、これらの不純物の複数が選択されてもよい。不純物の濃度
は、特に限定されるものではないが、１×１０１７ｃｍ－３以上１×１０２０ｃｍ－３以
下であることが好ましく、５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下であるこ
とがより好ましい。
【００５４】
〔発光層〕
　発光層３０は、第１クラッド層２０上に設けられている。発光層３０は、その発光波長
が、２１０ｎｍ以上３６０ｎｍ以下であることが好ましい。
【００５５】
　発光層３０は、１つ以上の量子井戸層を有している。量子井戸層は、所望する発光波長
により、その材料が、適宜選択されてよい。量子井戸層に用いられる材料としては、紫外
領域の発光波長を得る目的である場合、例えば、ＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦０．８）
などが挙げられる。
【００５６】
　発光層３０は、量子井戸層の上方若しくは下方、又は、その双方が、量子井戸層と異な
る材料で形成された層により挟まれた構造を有している。このような層としては、例えば
、１０ｎｍ以上２００ｎｍ以下のＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０．５≦ｘ＜０．７）層などが挙
げられる。
【００５７】
　発光層３０は、一部が、不純物によりドーピングされていてもよい。不純物としては、
例えば、Ｓｉ、Ｃなどが挙げられる。なお、発光層３０は、意図的に、不純物がドーピン
グされていない構造であってもよい。
【００５８】
〔第２クラッド層〕
　第２クラッド層４０は、発光層３０上に設けられている。第２クラッド層４０は、第２
導電型窒化物半導体層を有している。第２クラッド層４０は、全体または一部が、例えば
、Ｍｇ、Ｂ、Ｂｅ、Ｓｉ、Ｌｉなどの第２導電型不純物を有さないことが好ましい。第２
クラッド層４０が第２導電型不純物を有さないことで、従来に係る紫外レーザダイオード
と比較して、紫外レーザダイオード１００の発振閾値電流密度を低くすることができる。
【００５９】
　第２クラッド層４０は、全体または一部が、組成傾斜層を含むことが好ましい。組成傾
斜層とは、基板１０の上面に対して垂直方向に、材料となる混晶の組成を連続的に変化さ
せた層を意味する。第２クラッド層４０が組成傾斜層を含むことで、紫外レーザダイオー
ド１００における電流の注入効率を向上させることができる。
【００６０】
　組成傾斜層は、例えば、ＡｌＧａＮ層で構成され、発光層３０と第２クラッド層４０と
の界面Ｘから遠ざかる方向に向かって、Ａｌ組成が１．０から連続的に減少していく層で
あってよい。第２クラッド層４０が、このような組成傾斜層を含むことで、光閉じ込めお
よび発光層３０へのキャリア注入、および電子のブロック層としての役割を果たすことか
ら、紫外レーザダイオード１００の発振閾値電流密度を低くする効果が期待される。
【００６１】
　上述した第２領域２２、発光層３０、および第２クラッド層４０により、メサ構造３０
０が形成される。メサ構造３００は、側面の一部が、紫外レーザダイオード１００の共振
器端面３０１となっている。
【００６２】
〔第１電極〕
　第１電極５０は、第１領域２１上に設けられている。第１電極５０は、第１クラッド層
２０と電気的に接続される第１導電性材料で形成されることが好ましい。第１導電性材料



(11) JP 2021-170637 A 2021.10.28

10

20

30

40

50

としては、例えば、Ｍｏ、Ｎｂ、Ｚｒ、Ｔｉ、Ａｌ、Ｗ、Ｎｉ、Ａｕ、Ｖ、Ｉｎの何れか
を含む合金などが挙げられる。第１導電性材料として、特に、Ｖ、Ｔｉ、Ａｌ、Ｎｉ、Ａ
ｕの何れかを含む合金を用いることで、コンタクト抵抗を低減させることができる。
【００６３】
〔第２電極〕
　第２電極６０は、第２クラッド層４０上に設けられている。第２電極６０は、第２クラ
ッド層４０と電気的に接続される第２導電性材料で形成されることが好ましい。第２導電
性材料としては、例えば、Ｔｉ、Ｐｔ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｔ
ａ、Ｒｕの何れか又は何れかを含む合金などが挙げられる。第２導電性材料として、特に
、Ｔｉ、Ｐｔ、Ｎｉ、Ａｕ、Ｐｄの何れかを含む合金を用いることで、コンタクト抵抗を
低減させることができる。
【００６４】
　本実施形態に係る紫外レーザダイオード１００は、第２電極６０が、第２クラッド層４
０上の領域であって、メサ構造３００の側面３０２との距離ＤＲ，ＤＬが５μｍ以上とな
る領域に設けられている。これにより、従来に係る紫外レーザダイオード１００Ａ，１０
０Ｂと比較して、発振閾値電流密度を低くすることができる。
【００６５】
［第２実施形態］
＜紫外レーザダイオードの製造方法＞
　図４Ａ乃至図４Ｅを参照して、第２実施形態に係る紫外レーザダイオード１００Ｘの製
造方法の一例について説明する。
【００６６】
　第２実施形態に係る紫外レーザダイオード１００Ｘの製造方法が、第１実施形態に係る
紫外レーザダイオード１００の製造方法と異なる点は、第１実施形態に係る紫外レーザダ
イオード１００の製造方法が、共振器端面３０１およびメサ構造３００の側面３０２をエ
ッチング工程により形成するのに対して、第２実施形態に係る紫外レーザダイオード１０
０Ｘの製造方法は、共振器端面３０１を劈開工程により形成し、メサ構造３００Ｘの側面
３０２をエッチング工程により形成する点である。その他の工程は、同様であるため、重
複した説明を省略する。
【００６７】
〔窒化物半導体積層体の形成工程：ステップＳ１０１〕
　まず、図４Ａに示すように、基板１０上に、第１クラッド層２０と、発光層３０と、第
２クラッド層４０と、をこの順に積層し、窒化物半導体積層体２００を形成する。第１ク
ラッド層２０は、第１導電型窒化物半導体層の第１領域２１および第１導電型窒化物半導
体層の第２領域２２を有している。発光層３０は、１つ以上の量子井戸層を有している。
第２クラッド層４０は、第２導電型窒化物半導体層を有している。
【００６８】
〔メサ構造の形成工程：ステップＳ１０２〕
　次に、図４Ｂに示すように、窒化物半導体積層体２００の少なくとも一部をエッチング
あるいは劈開し、第２領域２２、発光層３０、および第２クラッド層４０を含むメサ構造
３００Ｘを形成する。
【００６９】
　メサ構造３００Ｘは、平面視における共振器端面３０１の長さＷ１が、平面視における
メサ構造３００Ｘの側面３０２の長さＷ２より短いことが好ましい。メサ構造３００Ｘは
、平面視における共振器端面３０１の長さＷ１とメサ構造３００Ｘの側面３０２の長さＷ

２との比が、１：５以上１：５００以下であることが好ましい。平面視における共振器端
面３０１の長さＷ１とメサ構造３００Ｘの側面３０２の長さＷ２との比を、当該範囲とす
ることで、共振方向において、広い領域で効率の良い電流注入が可能な紫外レーザダイオ
ード１００Ｘを実現できる。また、電流の狭窄効果により、発振閾値電流密度に到達させ
るための駆動電流を低減させることができるため、抵抗発熱を低減させ、素子寿命を向上
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させた紫外レーザダイオード１００Ｘを実現できる。
【００７０】
　共振器端面３０１は、劈開工程により形成されることが好ましい。劈開工程とは、適切
な各種工程により、ウエハの自然劈開面を露出させて切断する工程を意味する。劈開工程
は、例えば、ウエハ表面又はウエハ裏面に、レーザ照射により変質層を形成する工程、あ
るいは、物理的接触により傷をつけて劈開面が形成される切掛を設けるスクライブ工程と
、ウエハに応力を負荷して設けられた切掛を起点に劈開面を広げて露出させるブレーキン
グ工程と、を含む。共振器端面３０１が劈開工程により形成されることで、紫外レーザダ
イオード１００Ｘにおける発光効率を向上させることができる。
【００７１】
　メサ構造３００Ｘの側面３０２は、エッチング工程により形成されることが好ましい。
メサ構造３００Ｘにおいて、少なくとも側面３０２がエッチング工程により形成されるこ
とで、従来に係る紫外レーザダイオードと比較して、紫外レーザダイオード１００Ｘの発
振閾値電流密度を低くすることができる。
【００７２】
　窒化物半導体積層体２００に対して、エッチング工程あるいは劈開工程を施す順序は、
エッチング工程が先で、劈開工程が後であることが好ましい。これにより、紫外レーザダ
イオード１００Ｘにおける発光効率を向上させることができる。
【００７３】
〔第１電極の形成工程：ステップＳ１０３〕
　次に、図４Ｃに示すように、第１領域２１上の一部に、第１導電性材料を配置し、４０
０℃以上の熱処理を施すことで、第１電極５０を形成する。熱処理の温度を、少なくとも
４００℃以上とすることで、第１電極５０の合金化が為され、コンタクト抵抗を低減させ
ることができる。
【００７４】
〔第２電極の形成工程：ステップＳ１０４〕
　次に、図４Ｄおよび図４Ｅに示すように、第２クラッド層４０上の領域であって、共振
器端面３０１との距離が５μｍ以下、およびメサ構造３００Ｘの側面３０２との距離ＤＲ

，ＤＬが５μｍ以上となる領域に、第２導電性材料を配置し、第２電極６０Ｘを形成する
。
【００７５】
　第２導電性材料は、図４Ｄに示すように、第２クラッド層４０上の領域であって、共振
器端面３０１との距離が５μｍ以下、およびメサ構造３００Ｘの側面３０２との距離ＤＲ

，ＤＬが５μｍ以上となる全ての領域に配置されてよい。例えば、第２導電性材料は、第
２クラッド層４０上の領域であって、共振器端面３０１との距離が０μｍ、およびメサ構
造３００Ｘの側面３０２との第２電極６０Ｘと距離ＤＲ，ＤＬが５μｍとなる全ての領域
に配置されてよい。
【００７６】
　また、第２導電性材料は、図４Ｅに示すように、第２クラッド層４０上の領域であって
、共振器端面３０１との距離が５μｍ以下、およびメサ構造３００Ｘの側面３０２との距
離ＤＲ，ＤＬが５μｍ以上となる一部の領域に配置されてよい。例えば、第２導電性材料
は、第２クラッド層４０上の領域であって、共振器端面３０１との距離が０μｍ、メサ構
造３００Ｘの一方の側面３０２との距離ＤＲが５μｍ、メサ構造３００Ｘの他方の側面３
０２との距離ＤＬが１５μｍとなる領域に配置されてよい。
【００７７】
　さらに、第２導電性材料は、第２クラッド層４０上の領域であって、共振器端面３０１
との距離が５μｍ以下、およびメサ構造３００Ｘの側面３０２との距離ＤＲ，ＤＬが５μ
ｍ以上となる領域において、ドット形状あるいはストライプ形状に配置されてよい。
【００７８】
　第２導電性材料が、共振器端面３０１との距離が５μｍ以下となる領域に配置されるこ
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とで、紫外レーザダイオード１００Ｘにおける発振閾値電流密度を低くすることができる
。
【００７９】
　第２導電性材料が、メサ構造３００Ｘの側面３０２との距離ＤＲ，ＤＬが５μｍ以上と
なる領域に配置され、メサ構造３００Ｘの側面３０２との距離ＤＲ，ＤＬが５μｍ未満と
なる領域に配置されないことで、従来に係る紫外レーザダイオードと比較して、紫外レー
ザダイオード１００Ｘの発振閾値電流密度を低くすることができる。
【００８０】
　特に、第２導電性材料が、メサ構造３００Ｘの側面３０２との距離ＤＲ，ＤＬが１５μ
ｍ以上となる領域に配置され、メサ構造３００Ｘの側面３０２との距離ＤＲ，ＤＬが１５
μｍ未満となる領域に配置されないことで、従来に係る紫外レーザダイオードと比較して
、紫外レーザダイオード１００Ｘの発振閾値電流密度の低下効果を安定化させることがで
きる。
【００８１】
　以上の任意工程を含む各工程を経ることにより、本実施形態に係る紫外レーザダイオー
ド１００Ｘを製造することができる。本実施形態に係る紫外レーザダイオード１００Ｘは
、第２電極６０Ｘが、第２クラッド層４０上の領域であって、共振器端面３０１との距離
が５μｍ以下、およびメサ構造３００Ｘの側面３０２との距離ＤＲ，ＤＬが５μｍ以上と
なる領域に設けられている。これにより、従来に係る紫外レーザダイオード１００Ａ，１
００Ｂと比較して、発振閾値電流密度を低くすることができる。
【００８２】
［実施例］
＜発振閾値電流密度の比較＞
　本実施形態に係る紫外レーザダイオードおよび従来に係る紫外レーザダイオードを用い
て、それぞれの発振閾値電流密度を測定し、測定結果を比較した。
【００８３】
〔実施例１〕
　実施例１として、ＡｌＮ基板上面に、１×１０１９ｃｍ－３のＳｉによりドーピングさ
れたＡｌ０．７Ｇａ０．３Ｎからなる第１導電型窒化物半導体層（第１クラッド層）と、
Ａｌ０．６３Ｇａ０．３７Ｎからなる層により挟まれた９ｎｍの発光層と、全体に渡って
不純物を意図的にドーピングしていない、ＡｌＮ基板上面に向かってＡｌ組成を１．０か
ら０．７まで連続的に減少させた第２導電型窒化物半導体層（第２クラッド層）と、、Ａ
ｌＮ基板上面に向かってＡｌ組成を０.７から０．３まで連続的に減少させた層とＧａＮ
層からなるコンタクト層と、をこの順序で堆積させた窒化物半導体積層体について、エッ
チングにより第１クラッド層の一部を露出させ、共振器端面の法線方向に対して垂直な方
向、すなわち＜１１－２０＞方向の長さＷ１が４０μｍ、共振器端面の法線方向、すなわ
ち＜１－１００＞方向の長さＷ２が４００μｍ以上である長方形のメサ構造を形成した。
次に、露出した第１導電型窒化物半導体層の第１領域上に、Ａｕ、Ａｌ、Ｎｉ、Ｖを含む
第１電極を形成した。第１電極は、８００°Ｃ以上の熱処理が施された。さらに、メサ構
造の一方の側面から、５μｍ以上１０μｍ以下の領域全体（幅５μｍ）に亘ってＡｕ、Ｎ
ｉを含む第２導電性材料を配置し、４５０°Ｃ以上の熱処理を施して第２電極を形成した
（図５参照）。さらに、劈開によりメサ構造を４００μｍの長さに分断し、２つの共振器
端面を含む共振器、すなわち、平面視における共振器端面の長さとメサ構造の側面の長さ
との比が１：１０のメサ構造を有する共振器を含む紫外レーザダイオードを作製した。実
施例１に係る紫外レーザダイオードの発振閾値電流密度を測定したところ、閾値電流密度
１６ｋＡ／ｃｍ２でレーザ発振が観測された（表１参照）。
【００８４】
〔実施例２〕
　実施例２として、メサ構造の一方の側面から、１０μｍ以上１５μｍ以下の領域全体（
幅５μｍ）に亘ってＡｕ、Ｎｉを含む第２導電性材料を配置し、４５０°Ｃ以上の熱処理
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を施して第２電極を形成した。第２電極を形成する位置が異なる以外は、実施例１と同様
の紫外レーザダイオードを作製した。実施例２に係る紫外レーザダイオードの発振閾値電
流密度を測定したところ、閾値電流密度１４ｋＡ／ｃｍ２でレーザ発振が観測された（表
１参照）。
【００８５】
〔実施例３〕
　実施例３として、メサ構造の一方の側面から、１５μｍ以上２０μｍ以下の領域全体（
幅５μｍ）に亘ってＡｕ、Ｎｉを含む第２導電性材料を配置し、４５０°Ｃ以上の熱処理
を施して第２電極を形成した。第２電極を形成する位置が異なる以外は、実施例１と同様
の紫外レーザダイオードを作製した。実施例３に係る紫外レーザダイオードの発振閾値電
流密度を測定したところ、閾値電流密度１２ｋＡ／ｃｍ２でレーザ発振が観測された（表
１参照）。
【００８６】
〔比較例１〕
　比較例１として、メサ構造の一方の側面から、３μｍ以上８μｍ以下の領域全体（幅５
μｍ）に亘ってＡｕ、Ｎｉを含む第２導電性材料を配置し、４５０°Ｃ以上の熱処理を施
して第２電極を形成した。第２電極を形成する位置が異なる以外は、実施例１と同様の紫
外レーザダイオードを作製した。比較例１に係る紫外レーザダイオードの発振閾値電流密
度を測定したところ、閾値電流密度４０ｋＡ／ｃｍ２でレーザ発振が観測された（表１参
照）。
【００８７】
〔実施例４〕
　実施例４として、第２クラッド層において、第２クラッド層の膜厚に対して基板上面に
近い方から、０％以上１５．５％未満の深さ領域において意図的に不純物を混入させず、
第２クラッド層の膜厚に対して基板上面に近い方から、１５．５％以上１００％以下の範
囲において１×１０１９ｃｍ－３の濃度のＭｇを意図的に混入した。それ以外は、実施例
１と同様の紫外レーザダイオードを作製した。実施例４に係る紫外レーザダイオードの発
振閾値電流密度を測定したところ、閾値電流密度１７ｋＡ／ｃｍ２でレーザ発振が観測さ
れた（表１参照）。
【００８８】
〔実施例５〕
　実施例５として、メサ構造の一方の側面から、１０μｍ以上１５μｍ以下の領域全体（
幅５μｍ）に亘ってＡｕ、Ｎｉを含む第２導電性材料を配置し、４５０°Ｃ以上の熱処理
を施して第２電極を形成した。第２電極を形成する位置が異なる以外は、実施例４と同様
の紫外レーザダイオードを作製した。実施例５に係る紫外レーザダイオードの発振閾値電
流密度を測定したところ、閾値電流密度１６ｋＡ／ｃｍ２でレーザ発振が観測された（表
１参照）。
【００８９】
〔実施例６〕
　実施例６として、メサ構造の一方の側面から、１５μｍ以上２０μｍ以下の領域全体（
幅５μｍ）に亘ってＡｕ、Ｎｉを含む第２導電性材料を配置し、４５０°Ｃ以上の熱処理
を施して第２電極を形成した。第２電極を形成する位置が異なる以外は、実施例４と同様
の紫外レーザダイオードを作製した。実施例６に係る紫外レーザダイオードの発振閾値電
流密度を測定したところ、閾値電流密度１３ｋＡ／ｃｍ２でレーザ発振が観測された（表
１参照）。
【００９０】
〔比較例２〕
　比較例２として、メサ構造の一方の側面から、３μｍ以上８μｍ以下の領域全体（幅５
μｍ）に亘ってＡｕ、Ｎｉを含む第２導電性材料を配置し、４５０°Ｃ以上の熱処理を施
して第２電極を形成した。第２電極を形成する位置が異なる以外は、実施例４と同様の紫
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外レーザダイオードを作製した。比較例２に係る紫外レーザダイオードの発振閾値電流密
度を測定したところ、閾値電流密度４１ｋＡ／ｃｍ２でレーザ発振が観測された（表１参
照）。
【００９１】
〔測定結果〕
　以上の実施例１～実施例６、比較例１、および比較例２に係る紫外レーザダイオードの
発振閾値電流密度の測定結果を、表１にまとめた。
【００９２】
【表１】

【００９３】
　表１から、実施例１～実施例６に係る紫外レーザダイオードは、比較例１および比較例
２に係る紫外レーザダイオードと比較して、格段に低い発振閾値電流密度でレーザ発振す
ることが理解される。
【００９４】
　すなわち、第２クラッド層上の領域であって、エッチングにより形成されたメサ構造の
側面との距離が５μｍ以上となる領域（例えば、５μｍ以上１０μｍ以下の領域、１０μ
ｍ以上１５μｍ以下の領域、１５μｍ以上２０μｍ以下の領域）に第２電極を備え、５μ
ｍ未満となる領域に第２電極を備えない紫外レーザダイオードは、エッチングにより形成
されたメサ構造の側面との距離が５μｍ未満となる領域（例えば、３μｍ以上８μｍ以下
の領域）に第２電極を備える紫外レーザダイオードと比較して、格段に低い発振閾値電流
密度でレーザ発振することが理解される。
【００９５】
　したがって、本実施形態に係る紫外レーザダイオードは、従来に係る紫外レーザダイオ
ードと比較して、格段に低い発振閾値電流密度でレーザ発振可能であることが示唆される
。
【００９６】
　また、表１から、実施例１～実施例３に係る紫外レーザダイオードは、実施例４～実施
例６に係る紫外レーザダイオードと比較して、全体的に低い発振閾値電流密度でレーザ発
振することが理解される。
【００９７】
　したがって、第２クラッド層の全体が第２導電型不純物を有さない紫外レーザダイオー
ドは、第２クラッド層の一部に第２導電型不純物がドーピングされた紫外レーザダイオー
ドと比較して、低い発振閾値電流密度でレーザ発振可能であることが示唆される。
【００９８】
＜変形例＞
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　本実施形態において、窒化物半導体積層体を積層する際における「この順」とは、少な
くともこの順で各層（例えば、第１クラッド層、発光層、第２クラッド層）が積層された
ものであれば特に制限されず、各層の間あるいは各層の上下に、さらに別の層を有してい
てもよい。
【００９９】
　本実施形態に係る紫外レーザダイオードの製造方法は、メサ構造形成工程の後に、第２
クラッド層４０上の領域であって、少なくとも、メサ構造３００の側面との距離が５μｍ
未満となる領域に、絶縁層を形成する絶縁層形成工程をさらに含んでいてもよい。これに
より、紫外レーザダイオード１００，１００Ｘの電流駆動時において、第１導電性材料と
第２導電性材料との間の漏れ電流を抑制することができる。
【０１００】
＜その他の変形例＞
　本発明は上記の実施形態および変形例に限定されるものではない。例えば、上述の各種
の処理は、記載にしたがって時系列に実行されるのみならず、処理を実行する装置の処理
能力あるいは必要に応じて並列的にあるいは個別に実行されてもよい。その他、本発明の
趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更が可能である。
【０１０１】
　上述の実施形態は代表的な例として説明したが、本開示の趣旨及び範囲内で、多くの変
更及び置換ができることは当業者に明らかである。したがって、本発明は、上述の実施形
態により制限するものと解するべきではなく、特許請求の範囲から逸脱することなく、種
々の変形や変更が可能である。例えば、実施形態のフローチャートに記載の複数の工程を
１つに組み合わせたり、あるいは１つの工程を分割したりすることが可能である。
【符号の説明】
【０１０２】
　１０　　　　　　　基板
　２０　　　　　　　第１クラッド層
　２１　　　　　　　第１領域
　２２　　　　　　　第２領域
　３０　　　　　　　発光層
　４０　　　　　　　第２クラッド層
　５０　　　　　　　第１電極
　６０　　　　　　　第２電極
　６０Ｘ　　　　　　第２電極
　１００　　　　　　紫外レーザダイオード
　１００Ｘ　　　　　紫外レーザダイオード
　１００Ａ　　　　　紫外レーザダイオード
　１００Ｂ　　　　　紫外レーザダイオード
　２００　　　　　　窒化物半導体積層体
　３００　　　　　　メサ構造
　３００Ｘ　　　　　メサ構造
　３００Ａ　　　　　メサ構造
　３００Ｂ　　　　　メサ構造
　３０１　　　　　　共振器端面
　３０２　　　　　　メサ構造の側面
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